
高
速
船
甑
島
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク

期
間
中
の
臨
時
便
運
航

　
５
月
３
日（
金
）～
５
日（
日
）ま
で
、

川
内
～
甑
島（
里
）間
で
臨
時
便
を
運

航
し
ま
す
。

　
な
お
、
臨
時
便
を
含
む
各
便
は
、

甑
島
商
船
㈱
上
の
入
力
フ
ォ
ー
ム

ま
た
は
電
話
で
２
カ
月
前
か
ら
予
約

が
で
き
ま
す
。

※
予
約
さ
れ
た
方
優
先

甑
島
商
船
㈱
川
内
営
業
所

（
41
）５
１
０
０

川
内
港
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の

　
　
　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
期
間
中
の

臨
時
便
運
行

　
高
速
船
甑
島
の
臨
時
便
運
航
に
伴

い
、
川
内
港
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
と
甑
島

島
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
臨
時

便
を
運
行
し
ま
す
。

南
国
交
通
㈱
川
内
営
業
所

（
23
）８
４
０
０

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
免
除
申
請

５
月
１
日（
水
）～
31
日（
金
）

身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳（
Ａ

１
・
Ａ
２
）、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳（
１
級
）、
戦
傷
病
者
手
帳
の

い
ず
れ
か
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

※�

障
害
区
分（
級
）、
車
の
名
義
な
ど

に
よ
っ
て
は
、
免
除
の
対
象
に
な

ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

※�

す
で
に
免
除
を
受
け
て
い
る
方
で
、

免
除
の
条
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ

た
場
合
は
、
速
や
か
に
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※�

す
で
に
免
除
を
受
け
て
い
る
方
で
、

同
じ
軽
自
動
車
を
使
用
し
、
障
害

等
級
な
ど
に
変
更
の
な
い
方
は
、

申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼�

令
和
６
年
度
軽
自
動
車
税（
種

別
割
）納
税
通
知
書

　
▼�

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、

戦
傷
病
者
手
帳
の
い
ず
れ
か

　
▼�

運
転
免
許
証（
申
請
者
お
よ
び

運
転
者
）

　
▼
車
検
証

　
▼�

生
計
同
一
証
明
書（
身
体
障
害

の
あ
る
方
な
ど
と
生
計
同
一
の

方
が
、
身
体
障
害
の
あ
る
方
な

ど
の
通
院
・
通
学
な
ど
を
目
的

と
し
て
軽
自
動
車
を
使
用
す
る

場
合
に
必
要
）

※�
同
証
明
書
は
、
本
庁
２
階
障
害
福

祉
課
で
発
行
し
ま
す
。
た
だ
し
、

戦
傷
病
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
、

県
社
会
福
祉
課
で
発
行
し
ま
す
。

本
庁
２
階
税
務
課
、
各
支
所
、
甑

島
振
興
局
に
備
え
付
け
の
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
直
接

本
庁
税
務
課
税
制
Ｇ（

２
２

２
１
、
２
２
２
２
）ま
た
は
各
支
所
、

甑
島
振
興
局

福
祉
タ
ク
シ
ー
等
利
用
券
の
交
付

年
間
５
０
０
円
×
20
枚（
１
万
円

分
）を
年
１
回
交
付

▼�

利
用
で
き
る
交
通
機
関
＝
市
と
契

約
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー
会
社
、
福
祉

有
償
運
送
車
両
、
甑
島
定
期
航
路
船

▼�

有
効
期
限
＝
令
和
７
年
３
月
31
日

（
月
）

▼
交
付
開
始
＝
４
月
１
日（
月
）～

市
内
に
居
住
し
、
次
の
①
～
④
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
所
持
者

②
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
・
Ａ
所
持
者

③�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

所
持
者

④
障
害
者
手
帳（
身
体
・
療
育
・
精
神
）

を
所
持
す
る
18
歳
未
満
の
方
ま
た
は

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る

方
で
、
同
一
世
帯
に
普
通
自
動
車
運

転
免
許
保
持
者
が
い
な
い
方

※�

①
～
③
は
普
通
自
動
車
運
転
免
許

保
持
者
を
含
む

※�

社
会
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
さ
れ

て
い
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

障
害
者
手
帳
と
印
鑑（
ス
タ
ン
プ

運航時刻表
運航期間（5/3 ～ 5）

港名
１便 臨時（増）便 ２便

下り 上り 下り 上り 下り 上り
川内 8:50 11:40 12:15 14:00 14:30 17:20

里
9:40 着 16:30 発

13:05 13:10
9:45 発 16:25 着

長浜 10:25 10:30 15:40 15:45

▲�甑島商船
㈱

川内港シャトルバス運行時刻表 運行期間（5/3 ～ 5）

国
道
３
号
ル
ー
ト

バ
ス
停
留
所
名

川内駅 8:00 12:15 11:25 14:35 13:45 18:00

山形屋前 8:05 12:10 11:28 14:30 13:48 17:50

大小路（国道） 8:07 12:08 11:30 14:28 13:50 17:48

上川内 8:10 12:05 11:33 14:25 13:53 17:45

草道駅前 8:20 11:56 11:42 14:16 14:02 17:36

川内港ターミナル 8:30 11:50 11:50 14:10 14:10 17:30

高 速 船 甑 島 8:50 発 11:40 着 12:15 発 14:00 着 14:30 発 17:20 着

県
道
京き

ょ
う

泊ど
ま
り

大
小
路
ル
ー
ト

主
な
バ
ス
停

川内港ターミナル 8:55 11:25 12:20 13:45 14:35 17:05

御
お

釣
つり

場
ば

9:08 11:12 12:33 13:32 14:48 16:52

五代 9:14 11:06 12:39 13:26 14:54 16:46

新田神社 9:19 11:01 12:44 13:21 14:59 16:41

大小路（国道） 9:24 10:56 12:49 13:16 15:04 16:36

川内駅 9:30 10:50 12:55 13:10 15:10 16:30
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印
を
除
く
）を
お
持
ち
の
上
、
直
接

本
庁
障
害
福
祉
課
支
援
Ｇ（

２
１
７
２
）お
よ
び
各
支
所
、
甑
島
振

興
局
、
各
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

自
衛
官
な
ど
の
募
集
事
務
に
関
す
る

対
象
者
情
報
の
提
供
に
つ
い
て

18
歳
に
な
る
人
の
氏
名
、
住
所
、

性
別
の
情
報
提
供

本
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
平
成
18

年
４
月
２
日
～
19
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
日
本
国
籍
を
持
つ
人

※�

提
供
す
る
個
人
情
報
は
、
適
切
な

管
理
を
徹
底
し
、
募
集
対
象
者
の

確
認
の
み
に
使
用
し
ま
す
。

※�

情
報
提
供
を
望
ま
な
い
人
に
つ
い

て
は
、
自
衛
隊
に
提
供
す
る
情
報

か
ら
除
外
し
ま
す
の
で
、
必
ず
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
本

人
確
認
書
類
の
写
し

６
月
17
日（
月
）消
印
有
効

申
込
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
市

、
本

庁
４
階
防
災
安
全
課
、
各
支
所
、
甑

島
振
興
局
、
各
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
に
備
え
付
け
の
申
請
書
に
必
要

事
項
を
明
記
の
上
、
送
付

本
庁
防
災
安
全
課
防
災
安
全
Ｇ

（

４
９
３
２
）▲�市

▲�申込
　フォーム

■住宅などに関する各種補助金制度
本庁建築住宅課建築指導Ｇ（ ３６４２、３６４３）

補助金 補助対象者 補助対象工事など 補助率・金額 受付期間・注意事項

①�既存住宅改
修環境整備
事業補助金

・�本市に住所を有する
方
・�改修工事を行う住宅
に居住している所有
者
・�市税を滞納していな
い方

・�住宅の機能の維持および向
上のために行う改修(増築
を含む)で、工事に要する
費用(消費税などを含む)が、
20万円以上の工事で、市に
登録されている市内の業者
に依頼する工事

補助率＝５分の１
上限額＝15万円

200件程度（受付件数）
※�受付期間中に予算の範
囲を超えた場合、抽選
５/14（火）～27日（月）

必着
※土・日曜日を除く
直接、送付

②�危険ブロッ
ク塀等解体
撤去促進事
業補助金

・�市内に所在する危険
ブロック塀などの所
有者や、所有者から
委任を受けた方
・�市税を滞納していな
い方

・�工事に要する費用(消費税
などを含む)が10万円以上
で、解体工事の資格を持つ
市内の業者に依頼する工事
・�道路などに面し、かつ高さ
が１メートル以上の危険な
ブロック塀などを解体撤去
する工事

補助率＝２分の１
上限額＝20万円

先着４件程度
４/22（月）～

③�木造住宅耐
震診断・改
修工事補助
金

・�耐震診断または耐震
改修工事を行う木造
住宅の居住者または
所有者
・�市税を滞納していな
い方

・�昭和56年５月31日以前に
着工された一戸建て住宅、
長屋および共同住宅で、２
階建て以下かつ延べ面積
500㎡以下の木造住宅の耐
震診断または耐震改修工事

耐震診断
補助率＝３分の２
上限額＝９万円
耐震改修工事
補助率＝10分の８
上限額＝100万円

耐震診断
４/22（月）～９/30（月）
先着４棟

耐震改修工事
５/14（火）～９/30（月）
先着２棟

※�次年度に予定している
方についても、９月末
日までにご相談くださ
い。

④�がけ地近接
等危険住宅
移転事業補
助金

・�安全な所へ移転し、
危険住宅を除却され
る方
・�前記を行い、居住者
または親族が金融機
関からの借り入れを
行って、移転先の住
宅建設、購入または
改修をされる方(利息
補給を受ける場合)
・�市税を滞納していな
い方

次のいずれかに該当する危険
住宅に、本人または親族が継
続して居住していること
・�がけ上・がけ下に建ってい
る昭和46年８月31日以前
に建築された住宅
・�災害危険区域内(急傾斜地
崩壊危険区域)または土砂
災害特別警戒区域内に建つ
住宅
※�防災工事が完了している場
合は対象外

危険住宅の除却費(実費)
上限額＝３万１千円/１㎡
動産移転費(実費)
上限額＝97万５千円
安全な住宅の建設、購入および
改修、土地取得および敷地造成
に伴う借入に係る利息相当額
・建設、購入および改修費
　上限額＝465万円
・土地取得費
　上限額＝206万円
・敷地造成費
　上限額＝60万８千円

随時
※�予算の調整が必要とな
りますので、移転を実
施する前の年度の９月
末日までにご相談くだ
さい。

本庁建築住宅課空き家政策Ｇ（ ３６３５、３６３６）
補助金 補助対象者 補助対象工事など 補助率・金額 受付期間・注意事項

危険廃屋等解
体撤去促進事
業補助金

・�市内に所在する危険
廃屋などの所有者や、
所有者から委任を受
けた方
・�市税を滞納していな
い方

・�工事に要する費用（消費税
などを含む）が 30万円以上
で、解体工事の資格を持つ
市内の業者に依頼する工事

危険廃屋
補助率＝３分の１
上限額＝30万円
景観支障廃屋(甑島・伝建地区)
補助率＝２分の１
上限額＝45万円

先着 40件程度
４/22（月）～

※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨て
※いずれの補助金についても、交付決定前に工事などの事業に着手した場合は、補助金は交付されません。
※申請に必要な証明書などが省略され、様式が変更となっていますのでご注意ください。
※詳細は、市 をご確認または へお問い合わせください。
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